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１ 上位・関連計画                             
本構想に関する上位・関連計画等について、下表のとおり計画内容から関連する項目を抜粋し

整理します。 

表 上位・関連計画一覧表 

計画名 本緑地との関連事項 

世田谷区基本構想 

（平成 25年 9月 

27 日区議会議決） 

＜九つのビジョン＞ 

・災害に強く、復元力を持つまちをつくる 

・環境に配慮したまちをつくる 

世田谷区基本計画 

（平成 26年 3月） 

＜世田谷区がめざすまちづくり像＞ 

みどりの拠点(点在型) 

＜重点政策＞ 

3.安全で災害に強いまちづくり 

災害対策における緊急整備 

4.自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現 

みどり率の向上 

＜分野別政策＞ 

5.都市基盤の整備・更新 

災害対策の核となる公園・緑地を重点的に整備する 

＜地域計画＞ 

まちの将来像 

・地域がつくる、活気あふれる賑わいと笑顔のあるまち 

・武蔵野の面影を残す自然と文化の落ち着きの中で安心と安全をともにつくる 

まち 

・あらゆる世代がいきいきと元気で暮らせるこころのふるさと烏山 

世田谷区 

都市整備方針 

（平成 27年 4月） 

＜5つのテーマ＞ 

1.安全で災害に強いまちをつくる 

防災設備の充実・地域内の安全性を向上させる 

2.みどり豊かで住みやすい街をつくる 

誰もが利用できる公園や緑地、広場を確保する・みどりを守り育てる 

3.活動の拠点をもつまちをつくる 

誰もが利用できるみどりの拠点とする 

＜烏山地区アクションエリアの方針＞ 

良好なみどり、みずの環境を維持・育成したまちづくりを進める 

世田谷区 

みどりの基本計画 

（平成 30年 3月） 

＜基本方針＞ 

2.核となる魅力ある緑を創出する 

・中規模公園を配置する地域 

・特に公園緑地が少なく公園緑地を配置する地域 

・みどりの拠点 

・農地保全重点地区 

＜エリア別の取り組み＞ 

烏山寺町周辺みどりの拠点では、社寺などのまとまりのある樹林を大切にすると

ともに、歴史を感じさせる風景の保全に努め、広域避難場所としての機能維持・

向上のため、オープンスペースの確保やみどりの保全を図ります。 

生きものつながる 

世田谷プラン 

（平成 29年 3月） 

＜地域ごとの将来像＞ 

住宅地エリア 

・体験農園・区民農園や農業公園が増え、区民が農を生活に取り入れている 

・住宅地に庭木、水鉢、プランターなど生きものを呼ぶ工夫がされている 

・公園緑地や住宅のみどりには、区民の協働によって、在来種の緑化が行われ 

ている 

世田谷区 

風景づくり計画 

（平成 27年 4月） 

＜自然＞ 

みどりの連続性に配慮した風景づくりを進める 
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(１) 世田谷区基本構想（平成 25 年 9 月 27 日区議会議決） 

本構想は、自治をより確かなものにすることを基本理念とし、信頼関係に支えられてだれもが

安心して暮らすことができる都市を目指して、今後 20 年間の公共的指針として平成 25年 9 月に

議決されたものです。 

 

今後の目標や理念として、以下の九つのビジョンが挙げられています。 

・個人を尊重し、人と人とのつながりを大切にする 

・子ども・若者が住みやすいまちをつくり、教育を充実する 

・健康で安心して暮らしていける基盤を確かなものにする 

・災害に強く、復元力を持つまちをつくる 

・環境に配慮したまちをつくる 

・地域を支える産業を育み、職住近接が可能なまちにする 

・文化・芸術・スポーツの活動をサポート、発信する 

・より住みやすく歩いて楽しいまちにする 

・ひとりでも多くの区民が区政や公の活動に参加できるようにする 
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(２) 世田谷区基本計画（平成 26 年 3 月） 

本計画は、平成 25 年 9 月に区議会で議決された基本構想を踏まえ、将来人口推計や財政見通

しなどの中長期的展望を見据え、10 年間(平成 26 年度～平成 35 年度(令和 5 年度))の区政運営

の基本的な指針となる基本計画として策定されたものです。 

本計画の中で、(仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑地周辺は、「みどりの拠点（点在型）」として

位置付けられています。 

 

 

 
出典：世田谷区基本計画 P.32,33

 

(仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑地 
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＜重点政策＞ 

基本方針をもとに、課題解決の要素となる施策を中心に重要性・先駆性・象徴性・創造性など

を総合的に考慮し、6つの重点政策を選定しています。 

その中で、「3 安全で災害に強いまちづくり」の、施策の目標と取組みとして、災害対策におけ

る緊急整備が挙げられ、「4 自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現」

の、施策の目標と取組みとして、みどり率の向上が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：世田谷区基本計画 P.39,49,53

 

 

  

4 自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現 

3 安全で災害に強いまちづくり 
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＜分野別政策＞ 

基本構想の「九つのビジョン」を行政の各分野において具体化し、4 つの分野別の体系で、分

野の課題や方針、施策の方向を明らかにしています。その中で、「5 都市基盤の整備・更新」にお

いて、現状の課題として、レクリエーションや防災等、公園に求められている機能が十分に発揮

されていないことが挙げられており、災害対策の核となる公園・緑地を重点的に整備するとして

います。 

 

 

 

 
 

出典：世田谷区基本計画 P.67,118,119

 

＜地域計画＞ 

(仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑地は、地域計画における烏山地域の烏山地区に位置してい

ます。 

まちの将来像として、「地域がつくる、活気あふれる賑わいと笑顔のあるまち」、「武蔵野の面影

を残す自然と文化の落ち着きの中で安心と安全をともにつくるまち」、「あらゆる世代がいきいき

と元気で暮らせるこころのふるさと烏山」の 3つが挙げられています。 
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(３) 世田谷区都市整備方針（平成 27 年 4 月） 

本方針は、世田谷区街づくり条例を根拠とし、都市計画法に定められた「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」として定めるものであり、本区の長期的な視点に立った都市づくり、街づ

くりに関する総合的な基本方針を定めたものです。 

本方針では、「安全で快適な暮らしをともにつくる都市 世田谷」という都市づくりビジョンを

もとに、4 つのまちの姿を実現する方針として、区民の生活像を重視する視点から 5 つのテーマ

別方針が設定されています。その中の「1.安全で災害に強いまちをつくる」において、防災設備

の充実を図ることや、「2.みどり豊かで住みやすい街をつくる」、「3.活動の拠点をもつまちをつ

くる」において、誰もが快適に利用できるような場とするために、ユニバーサルデザインによる

整備を進めるとしています。 

 

 
 

Ⅰ.安全で災害に強いまちをつくる 

 
Ⅱ.みどり豊かで住みやすい街をつくる 

 
Ⅲ.活動の拠点をもつまちをつくる 

 
 

出典：世田谷区都市整備方針 P.49,53,59,66
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地域ごとに「将来目標を実現するための 5 つのテーマ」それぞれについて方針を定めており、

烏山地域においては、「テーマⅠ」について、公園や広場等を整備する際に、防災活動の拠点とし

て消防水利の整備などを進め、「テーマⅡ」について、地域内のみどりが連続するように緑化を進

め、「テーマⅣ」について、烏山寺町などの歴史的資産と屋敷林や社寺林がある地区では、地域住

民が地域の資産を守り・育て・つくるための活動を支援するとしています。 

また、烏山地域のアクションエリアの方針において、北烏山七丁目地区は、地区計画などを作

成し、街づくりを優先的に進める地区となっており、良好なみどり、みずの環境を維持・育成し

た街づくりを進めるとしています。 

 

 

 

 

 

出典：世田谷区都市整備方針 P.92,93,96
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(４) 世田谷区みどりの基本計画（平成 30 年 3 月） 

本計画は、都市緑地法に基づき、世田谷らしいみどり豊かな住環境を守り、作り出すために、

将来像、目標などを定め、区民・事業者・区が協働してみどりの保全や創出を推進する取り組み

の全体像を示した計画であり、計画の期間は 2018 年度～2027 年度の 10年間としています。 

「世田谷みどり 33 」は、区制 100 周年となる 2032 年にみどり率 33 ％を確保することに

より、安全、快適で魅力に富み、環境と共生する世田谷区を目指すものであり、「世田谷みどり

33 」を長期目標として、みどりの量の確保、みどりの質の向上、区民との協働の側面から総合的

に進めていくことで、「多様なみどりが笑顔をつなぐ街・世田谷」を実現するとしています。 

本計画の将来イメージとして、みどりのネットワーク図が作成されており、(仮称）世田谷区立

北烏山七丁目緑地周辺を、「みどりの拠点」（烏山寺町一帯）として位置付けています。 

 

出典：世田谷区みどりの基本計画 P.43,44

 

  

（仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑地 
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本計画では、将来像を実現していくための取り組みの柱となる 5つの基本方針を設定していま

す。その中の「2 核となる魅力ある緑を創出する」において、(仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑

地周辺を、「中規模公園を配置する地域」、「特に公園緑地が少なく公園緑地を配置する地域」、「み

どりの拠点」、「農地保全重点地区」として位置付けています。 

 

 

出典：世田谷区みどりの基本計画 P.61,62

 

  

（仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑地
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エリア別の取り組みとして、(仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑地のある烏山寺町周辺では、社

寺などのまとまりのある樹林を大切にするとともに、歴史を感じさせる風景の保全に努め、広域

避難場所としての機能維持・向上のため、オープンスペースの確保やみどりの保全を図るとして

います。 

 

 

 
出典：世田谷区みどりの基本計画 P.107,108

  

（仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑地
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(５) 生きものつながる世田谷プラン（平成 29 年 3月） 

本プランは、国が定めた「生物多様性国家戦略」、東京都が定めた「緑政策の新展開」を踏ま

え、生物多様性の視点をもって、より良い街づくりを戦略的に進めていくために策定されました。

計画期間は平成 29 年度から平成 44 年度であり、環境共生をリードする住宅都市として、区民

との協働によって生物多様性の保全と持続可能な利用を進め、豊かな地球環境の一部となる世田

谷の地域環境を次代に伝えていくことを理念としています。 

3 つの地域ごとに将来像が掲げられており、(仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑地周辺は、住宅

地の中に中・小規模緑地が点在する地域「住宅地エリア」に分類され、以下の 3 つの将来イメー

ジが示されています。 

・体験農園・区民農園や農業公園が増え、区民が農を生活に取り入れています。 

・住宅地に庭木、水鉢、プランターなど生きものを 呼ぶ工夫がされています。 

・公園緑地や住宅のみどりには、区民の協働によって、在来種の緑化が行われています。 

 

出典：生きものつながる世田谷プラン P.44
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また、目標 8「将来にわたって恵みを享受し続けるための人材育成・教育の仕組みを整え

る」に向けて、生物多様性に関わる体験・学習の場づくりを拡充していくとされています。 

 

 

出典：生きものつながる世田谷プラン P.67

 

区内の生きものの生息・生育する環境は、骨格的なみどりとみずの軸（国分寺崖線と多摩

川）、みどりとみずの軸（緑道、河川など）、みどりの軸（幹線道路の街路樹）、みどりの拠点

（大規模の公園やまとまりのあるみどり）、まちなかのみどり（宅地のみどりや中小規模の

公園）がつながることで、区内の生きものネットワークになるとしています。 

 

出典：生きものつながる世田谷プラン P.47

（仮称）世田谷区立北烏山七丁目緑地 
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(６) 世田谷区風景づくり計画（平成 27 年 4 月） 

風景づくりの充実を図り、事業者の風景づくりへの理解・配慮を深め、地域特性にあったより

きめ細かな風景づくりを行うために、世田谷区基本構想や世田谷区都市整備方針などの上位計画

の改定に伴い、平成 27年 4 月に見直されました。風景づくりの理念は「地域の個性を生かし 協

働で街の魅力を高める 世田谷の風景づくり」です。 

本計画では、地域ごとに街づくりの動きに対する風景づくりの考え方を示しており、(仮称）世

田谷区立北烏山七丁目緑地周辺の烏山地域では、みどりの連続性に配慮した風景づくりを進める

としています。 

 

 

出典：世田谷区風景づくり計画 P.3-16,3-17
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２ 都市計画                                

(１) 地域地区等 

本計画地は、第一種低層住居専用地域(建蔽率 50％・容積率 100％・最低敷地面積 80・絶対高

さ制限 10ｍ、第 1 種高度地区)と第一種中高層住居専用地域(建蔽率 60％・容積率 200％・最低敷

地面積 70㎡・19ｍ第 2種高度地区)で構成されており、準防火地域となっています。また、市街

化区域全域が緑化地域となっております。 

 

 

 

出典：世田谷区都市計画図(令和 5年 4月)

 

  

（仮称）世田谷区立 
北烏山七丁目緑地 
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